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令和７年度　千葉港海岸船橋地区事業評価資料作成業務

業務設計書

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロード
を行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。
















